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平成28年 12月 1日 、小樽市長が高島漁港での観光船事業者 に高島袖護岸への係船環の設置

許可を行った。

第 3固 定例会 でも高島漁港にお lす る係船が問題 とな り、森井秀明市長 は、本会議 におい

て、事業者が行 った漁業者への説明会 では、 「漁業者か らは、高島漁港内での浮桟橋設置や

観光船の係留は漁業活動や漁船航行の妨げになるおそれがあるため、許可は取 り消 してほ し

いな どの意見があ りま した。」 と答弁 ヒレた .ミ うに、漁業者の理解は得 ら,れ ていなかったc

9月 26日 に市議会経済常任委員会の現地視察を実施 [ン た0そ の視察では、高島漁港内で漁

を営んでいる漁業者か ら、観光船事業者の船が漁の妨げになる 11訴 えがあ り、改めて漁業者

に事業実施の納得が得 られ ていない ことが明 らかになつた。

10月 31日 の経済常任委員会では、10月 3日 に申請が出され ていた係船環の設置について、
「書類が整 った として t)、 ある程度 、漁業者こう方、事業者 と漁業者 との間で今後の進 め方に

ついて一定方向の方向性が示 されない と、なかなか許可はできないのではないか」 と答 えて

いる。 しか し、協議の状況.は 「漁業協同組合 と事業者 との協議がデーブルについた ところJ

であ り、十分な協議がな された とは認 め られ ない t/、 漁業者 の理解 を得ているとは言 えな

い。

これまでの議会議論に鑑みれ.ば 、漁業者の理解がないまま、小樽市長が観光船事業者 に係

船環の設置許可を行つたことは、小樽市漁業協同組合に対 しても信義に t)と る行為であ り、

市議会 とし′て納得できることではない。

よって、当市議会 として、高島袖護岸での係船環設置許可を取 り消すことを求める。

以上、決議する。
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